


江府町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱  

  

令和８年３月１７日 

江府町告示第１７号 

  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、地域資源（家畜排せつ物等）の利用拡大に向けた取組を支援することで、肥料価

格高騰による農業経営への影響を緩和し、併せて「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令

和５年３月策定）で掲げた化学肥料使用量２割低減に向けた取組の定着を図ることを目的とした江府

町肥料価格高騰対策事業費補助金（以下「本補助金」という｡）の交付について、江府町補助金等交

付規則（昭和３８年７月１日規則第１３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

  

（補助金の交付）  

第２条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。  

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の

額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和 63 年法律第 108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該

金額に地方税法（昭和 25年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をい

う。以下同じ。）を除く。）に、同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以下とする。  

  

（補助金の申請）  

第３条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第５条に定める補助金等交付申請書に、様式第１

号を添付して江府町長（以下「町長」という。）に提出しなければならない。 

 

（交付決定の時期等）  

第４条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から 30日以内に行うものとする。  

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。  

   

（承認を要しない変更）  

第５条 規則第 11 条第１項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。  

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。  

  

（実績報告の時期等）  

第６条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、様式第３号に様式第１号を添付して、補助事業完

了の日から起算して 20日又は補助金の交付決定のあった日の属する翌年度 4 月 20 日のいずれか早

い日までに町長に提出しなければならない。  

 

（その他）  

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定

める。  

 

 

 



 附 則 

この要綱は、令和８年３月１７日から施行し、令和６年１２月１日から令和７年１２月３１日まで

の堆肥等の散布に係る事業に適用する。  

    

別表（第２条関係）  

１  

対象事業  

２  

事業実施主体  

３  

補助対象経費  

４  

補助率  

地域資源利用

拡大推進事業  

農業協同組合、地域農業

再生協議会等  

地域資源（家畜排せつ物等）を活用

した堆肥等の利用における掛かり増

し経費（運搬・散布）  

１/６以内（１千円 

/10a 以内）  

  



様式第１号（第３条、第６条関係） 

 

○○年度江府町肥料価格高騰対策事業計画(実績報告)書及び収支予算(決算)書 

 

 

１ 事業の目的（効果） 

 

 

 

２ 事業の内容 

 

 

 

 

３ 事業実施計画（実績） 

区分 実施時期 内  容 

 

  

 

 

４ 経費                                   （単位：円） 

区分 
補助対象経費 

(Ａ)＋(Ｂ) 

負 担 区 分 
備 考 

町 費(Ａ) その他(Ｂ) 

     

合  計     

（注）備考欄に主な経費の積算内訳を記載すること。 

 

 

５ 他の補助金の活用の有無 

 

 有 ・ 無 

 

「有」の場合は、以下の欄に記入してください。 

（１）事 業 名 

 

（２）事業内容 

 

（３）補助金所管部署・団体名及び連絡先 

 

 



６ 収支予算（決算） 

（１）収入の部                                （単位：円） 

区  分 
本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

町 補 助 金 

そ  の  他 

     

合  計      

 

（２）支出の部                                （単位：円） 

区  分 
本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

 

 

 

     

合  計      

 

 

７ 事業完了（予定）年月日 

年  月  日 

 

 

８ 消費税の取り扱い（一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者・地方公共団体・特定収

入割合が５％を超えている公益法人等・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者） 

 

※いずれか該当するものに○をしてください。 

 

 

９ 添付書類 

・別紙「事業実施計画（報告）書」 

・事業費の算出根拠となる以下の証拠書類 

事業申請時：対象品目の栽培基準 

事業実績報告時：農業者名簿、領収書、請求書等 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

番       号 

年   月   日 

 

 

様 

 

 

職  氏  名 

 

 

○○年度江府町肥料価格高騰対策事業費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった江府町肥料価格高騰

対策事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、江府町補助金等交付規則（昭和３８年

７月１日規則第１３号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付す

ることに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

 本補助金の対象事業は、「・・・・・・・・・・・事業」とし、その内容は、申請書に記載のと

おりとする。 

 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額     金          円 

（２）交付決定額     金          円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによ

る。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、江府町肥料価格高騰対策事業費補助金

交付要綱（令和８年３月１７日付告示第１７号。以下「要綱」という。）第２条第２項及び第５条

第２項の規定を適用して算定した額と、２の(２)の交付決定額（変更された場合は、当該変更後の

額）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 



様式第３号（第６条関係） 

番       号 

年   月   日 

 

 

様 

 

 

職  氏  名 

 

 

○○年度江府町肥料価格高騰対策事業実績報告書 

 

○○年○○月○○日付第○○号による交付決定に係る肥料価格高騰対策事業費補助金について、江

府等肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

補 助 金 等 の 名 称 令和〇年度江府町肥料価格高騰対策事業 

交 付 決 定 

算 定 基 準 額 交 付 決 定 額 

  

実 績   

差 引   

添 付 書 類 

 

 1 事業報告書 

 2 収支決算書(に準ずる書類) 

 


